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ふるさと納税で「お礼」合戦が過熱 

 生まれ故郷や応援する自治体に寄付をすること

で、自分の住む自治体で所得税や個人住民税

の税額控除を受けられる「ふるさと納税制度」の

「お礼」合戦が過熱しています。 

 この制度は納税者が思い入れのある自治体に

寄付の形で貢献でき、その結果、地方間の税収

格差が是正できるとしてスタートしました。寄付を

してくれた人に特産品など「お礼」を贈る自治体

が多いことから、納税者の間で認知度が高まって

います。 

 

 こうした状況下で京都・宮津市は、ふるさと納税

制度を利用して１千万円以上寄付した人に対し

て、日本三景の一つである天橋立を臨む住宅分

譲地を無償譲渡する制度を設けました。しかし、

総務省から「土地の譲渡は『特別の利益』に当た

り、寄付者が税控除を受けられない可能性があ

る」と指摘を受けたため、その制度の中止を９月

下旬に発表しました。 

 市は、ふるさと納税制度を利用して１千万円以

上の寄付をした人に 750万円相当の住宅分譲地を

「お礼」としてプレゼントするサービスを始めようとして

いたのですが、所得税法では「寄附をした人に特別の

利益が及ぶと認められるもの」については寄付金とし

ての税控除を受けられないと定められていて、「土地」

は高額での換金が可能であることから特典の範囲を

逸脱するかもしれないとの指摘を受けました。 

 

 一定額以上の寄付に応じてその土地の特産品を贈

ることにしている自治体は多く、その種類は肉や米な

どの食材からイベントチケットや温泉旅館の優待券ま

で多岐にわたります。利用者が増えるにつれて特典も

高額化の傾向にあります。300万円以上の寄付を対象

にブランド牛１頭分の牛肉をプレゼントする自治体も

登場しました。これによって「持つ地方」と「持たざる地

方」の新たな税収格差が生まれる可能性も否定できま

せん。 

 特典について総務省に名指しで指摘を受けたのは

今回の宮津市が初めてですが、自治体による「お礼」

合戦の過熱化を懸念する声は各所から挙がっていま

す。 
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当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

yasukouchi@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

yasukouchi@skc.ne.jp 


